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改
正
す
る
法
律
」
に
、
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
に
、
「
「
旧
施
行
規
則

」
と
い
う
。
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
並
び
に
地
域
に
お
け
る
医
療

及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
介
護
予
防
訪
問
介
護
及

び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と

い
う
。
）
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」

に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
並
び
に
旧
法
第
百
七
条
第
一
項
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
七

条
第
一
項
並
び
に
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
、
様
式

第
一
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
「
法
第
百
十
五
条
の
十
一
」
の
下
に
「
及
び
平
成
二
十
六
年

改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
十
一
」
を
加
え
、
「
旧
法
第
百
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
平
成

十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
七
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
並
び
に
旧
法
第
百
十
一
条
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
一
条

並
び
に
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
五
」
に
改
め
、
「
施
設
」
の
下
に
「
（

以
下
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
又
は
旧
施
行
規
則
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の

施
行
規
則
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
及
び
第
九
条
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
又
は
旧
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介

護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の

三
十
二
第
二
項
」
に
、
「
又
は
旧
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
四
項
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
四
項
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条

の
三
十
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
旧
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
」
を
「
、

平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介

護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
国
」
の
下
に
「
、
他
の
都
道
府
県
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
事
業
所
又

は
施
設
」
を
「
事
業
所
等
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

九　

事
業
所
等
に
お
い
て
そ
の
設
備
を
用
い
て
夜
間
及
び
深
夜
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
指
定
通
所

介
護
、
指
定
療
養
通
所
介
護
及
び
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
以
外
の
も
の
に
関
す
る
届
出
事
項

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る　
　
　
　
　
　
　
　

　

規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
介
護
保
険
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　

（
管　

理　

課
）…
…
…
…
…

五

○
福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規　
　
　
　
　
　
　
　

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
管　

理　

課
）…

…
…
…
…

八

○
福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　

（
管　

理　

課
）…

…
…
…
…

九

○
福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
程　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
管　

理　

課
）…

…
…
…

一
〇

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
を
「
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

目
　
　
　
次

再
　
　
　
掲
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改
正
す
る
法
律
」
に
、
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
に
、
「
「
旧
施
行
規
則

」
と
い
う
。
」
を
「
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
並
び
に
地
域
に
お
け
る
医
療

及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
一
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
介
護
予
防
訪
問
介
護
及

び
介
護
予
防
通
所
介
護
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
と

い
う
。
）
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」

に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
並
び
に
旧
法
第
百
七
条
第
一
項
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
七

条
第
一
項
並
び
に
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
、
様
式

第
一
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
「
法
第
百
十
五
条
の
十
一
」
の
下
に
「
及
び
平
成
二
十
六
年

改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
十
一
」
を
加
え
、
「
旧
法
第
百
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
平
成

十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
七
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
並
び
に
旧
法
第
百
十
一
条
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
一
条

並
び
に
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
五
」
に
改
め
、
「
施
設
」
の
下
に
「
（

以
下
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
又
は
旧
施
行
規
則
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の

施
行
規
則
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
及
び
第
九
条
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
又
は
旧
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介

護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の

三
十
二
第
二
項
」
に
、
「
又
は
旧
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
四
項
」
を
「
、
平
成
十
八
年
改
正
前
の

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
四
項
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条

の
三
十
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
旧
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
」
を
「
、

平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
前
の
介

護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
国
」
の
下
に
「
、
他
の
都
道
府
県
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
事
業
所
又

は
施
設
」
を
「
事
業
所
等
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

九　

事
業
所
等
に
お
い
て
そ
の
設
備
を
用
い
て
夜
間
及
び
深
夜
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
指
定
通
所

介
護
、
指
定
療
養
通
所
介
護
及
び
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
以
外
の
も
の
に
関
す
る
届
出
事
項

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
旧
法
」
を
「
平
成
十
八
年
改
正
前
の
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る　
　
　
　
　
　
　
　

　

規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
介
護
保
険
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　

（
管　

理　

課
）…

…
…
…
…

五

○
福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規　
　
　
　
　
　
　
　

　

則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
管　

理　

課
）…

…
…
…
…

八

○
福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程　
　
　
　
　

（
管　

理　

課
）…

…
…
…
…

九

○
福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
程　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
管　

理　

課
）…

…
…
…

一
〇

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
を
「
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
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一　

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管

　

二　

物
品
の
出
納
及
び
保
管

　

三　

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
企
業
出
納
員
等

」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
及
び
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に

あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
証
拠
書
類
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
従
つ
て
」
を
「
従
っ
て

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
十
日
以
内
に
適
宜
の
納
期
限
を
」
を
「
二
十
日
以
内
の
納
期
限

を
適
宜
」
に
、
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
定
の
変
更
が
、
調
定
の
増
額
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
二
十
日
以
内
の
納
期
限
を
適
宜
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調
定

書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
わ
た
つ

て
」
を
「
わ
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
（
平
成
十
年
四
月
六
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
本
局
」
を
「
財
務
担
当
課
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
本
局
の
財
務
担
当
の

」
を
「
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
本
局
の
課
長
」
を
「
財
務
担
当
課
長
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
収
入
の
収
納
」
を
「
収
入
の
徴

収
」
に
、
同
条
第
八
号
中
「
予
算
の
配
付
」
を
「
予
算
の
令
達
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
企
業
出
納
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
分
任
出
納
員
並
び
に

現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

財
務
担
当
課
及
び
事
業
所
に
前
項
の
企
業
出
納
員
を
置
く
。

３　

企
業
出
納
員
は
、
財
務
担
当
課
に
あ
っ
て
は
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
の
係
長
を
、
事
業
所
に
あ

っ
て
は
次
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

第
三
条
第
四
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
の
長
」
を
加
え
、
「
前
項
の
職
に
あ
る
」
を

削
り
、
「
所
属
す
る
係
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
」
を
加
え
、
「
本
局
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を

削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
」
を
「
現
金
及
び
物
品
の
出
納
及
び
保
管
そ
の
他

の
会
計
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

管
理
者
は
、
事
業
所
の
企
業
出
納
員
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

え
る
。

　

第
四
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

資
金
前
渡
職
員
は
、
適
時
に
、
前
渡
資
金
出
納
簿
、
預
金
通
帳
及
び
証
拠
書
類
を
支
出
命
令
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
終
わ
つ
た
」
を
「
終
わ
っ
た
」
に
、
「
出
張
し
て
支
払
つ
た
」
を
「
旅
行

中
に
支
払
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
常
時
の
費
用
、
交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費
に
か
か
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」

を
「
県
財
務
規
則
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
用
前
渡
資
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
を
「
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
中
「
第
百
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
額

を
」
を
「
第
百
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
既
済
部
分
に
対

す
る
代
価
の
全
額
」
を
「
既
済
部
分
に
対
し
、
そ
の
代
価
の
全
額
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
等
か
ら
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
債
権
者
等
に
対
す
る
支
払
通
知
は
、
債
権
者
等
の
預
金

通
帳
に
振
替
者
名
が
記
入
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
通
知
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
五
十
三
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
所
の
」
及
び
「
当
該
事
業
所
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
属
口
座
か
ら
生
じ
た
利
子
は
、
当
該
事
業
の
収
入
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
」
を
削
る
。

　

第
五
十
六
条
中
「
第
百
八
条
及
び
第
百
八
条
の
二
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
戻
入
の
取
消
し
」
を
「

第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
返
納
金
等
の
戻
入
の
取
消
し
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
収
納
」
を
「
徴
収
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

４　

契
約
の
履
行
等
の
証
明
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
証
明
手
数
料
条
例
（
昭
和

四
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
例
に
よ
る
。

５　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
手
数
料
は
、
現
金
（
小
切
手
を
除
く
。
）
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り

徴
収
す
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
か
つ
た
」
を
「
な
か
っ
た

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担

当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員

」
に
、
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為

決
議
書
兼
支
払
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
中
「
支
出
負
担
行
為
変
更
登
録
票
又
は
支
出
負
担
行
為
決
定
取
消
登
録
票
」
を
「
変
更

支
出
負
担
行
為
決
議
書
又
は
取
消
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
票
」
を
「
支
払
伝
票
」
に
、
「
当
該
支
出
命
令
票
」
を
「
当
該

支
払
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼

支
払
伝
票
」
に
、
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、
「
支
出
命
令
取
消
票
」
を
「
取
消
票
」
に

改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
支
出
の
支
払
」
を
「
支
払
の
決
定
」
に
改
め
、
「
及
び
資
金
現
在
高
一
覧
表
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
振
替
命
令
票
及
び
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
等
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝

票
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
経
費
」
を
「
に
掲
げ
る
経
費
（
第
二

号
ヲ
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
。
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ

り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
及
び
代
理
受
領
の
方
法
に
よ
り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加

　

別
表
第
一
電
気
事
業
予
算
科
目
表
及
び
同
表
工
業
用
水
道
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「

２
　費
用

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
工
業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「２

　費
用

」
に
改
め
、
同
表
工

業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
維
持
管
理
費
の
項
中

　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　

　

「

　

第
六
十
四
条
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
実
施

た
な
卸
」
を
「
実
地
た
な
卸
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ

た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
中
「
第
百
八
十
五
条
」
を
「
第
百
八
十
五
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ

て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
あ
つ
て
」
を

「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
四
条
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
物
品
の
数
量
及
び
使
用
の
状
況
等
に
つ
い
て
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
に
記
帳
し

、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
購
入
後
、
直
ち
に
使
用
す
る
も
の
等
受
入
れ
及

び
払
出
し
が
同
時
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
県
財
務
規
則
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に

よ
り
、
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
へ
の
記
帳
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
十
五
条
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
八
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
二
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
耐
え
な
く
な
つ
た
」
を
「
耐
え
な
く

な
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
事
業
所
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
企
業

出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
た
つ
て
は
」
を
「
当
た

っ
て
は
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
」
の
次
に
「
、
他
の
規
則
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
る
。

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
中
、

　

「

　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
第
二
工
業
用
地
造
成
事
業
勘
定
科
目
表
造
成
事
業
費
用
の
部
営
業
費
用
の
款
維
持
管
理
費
の
項

中
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　

　

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
職
務
代
行
の
場
合
の
公
印
の
使
用
）

第
三
条
の
二　

企
業
管
理
者
、
企
業
局
長
、
課
長
、
所
長
等
に
事
故
等
が
あ
る
た
め
、
他
の
者
が
職
務

代
理
、
事
務
取
扱
等
に
よ
り
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
さ
れ
る

者
の
公
印
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
旧
印
の
棄
却
処
分
）

第
六
条　

管
理
課
長
は
、
改
刻
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た
公
印
又
は
廃
止
し
た
公
印
を
細
断
又
は
焼
却
の

方
法
に
よ
り
棄
却
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

別
表
一
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
二
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　

１

　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

「

　
　
　

に
改
め
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
の
注
一
中
「
意
味
す
る
」
の
下
に
「
。
ま
た
、
二
○
万
円
以
上
と
し
た
場
合

は
、
二
○
万
円
未
満
は
事
前
決
裁
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
二
○
万
円
以
上
八
○
万
円
未
満

と
し
た
場
合
は
、
八
○
万
円
以
上
は
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
を
加
え
る
。

　
　

　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
二
十
七
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

公
印
管
守
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
公
印
管
守
補
助
者
を
置
く
こ

　

と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
福
岡
県
企
業
局
訓
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
副
委
員
長
の
項
中
「
副
課
長
」
を
「
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

２

　

１

　

３

　

１

　

４

　

１　
　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程



５ 平成 27 年４月７日　火曜日 第３６８３号 増刊①福 岡 県 公 報

　

一　

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管

　

二　

物
品
の
出
納
及
び
保
管

　

三　

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
企
業
出
納
員
等

」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
及
び
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に

あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
証
拠
書
類
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
従
つ
て
」
を
「
従
っ
て

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
十
日
以
内
に
適
宜
の
納
期
限
を
」
を
「
二
十
日
以
内
の
納
期
限

を
適
宜
」
に
、
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
定
の
変
更
が
、
調
定
の
増
額
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
二
十
日
以
内
の
納
期
限
を
適
宜
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調
定

書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
わ
た
つ

て
」
を
「
わ
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
（
平
成
十
年
四
月
六
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
本
局
」
を
「
財
務
担
当
課
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
本
局
の
財
務
担
当
の

」
を
「
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
本
局
の
課
長
」
を
「
財
務
担
当
課
長
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
収
入
の
収
納
」
を
「
収
入
の
徴

収
」
に
、
同
条
第
八
号
中
「
予
算
の
配
付
」
を
「
予
算
の
令
達
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
企
業
出
納
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
分
任
出
納
員
並
び
に

現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

財
務
担
当
課
及
び
事
業
所
に
前
項
の
企
業
出
納
員
を
置
く
。

３　

企
業
出
納
員
は
、
財
務
担
当
課
に
あ
っ
て
は
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
の
係
長
を
、
事
業
所
に
あ

っ
て
は
次
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

第
三
条
第
四
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
の
長
」
を
加
え
、
「
前
項
の
職
に
あ
る
」
を

削
り
、
「
所
属
す
る
係
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
」
を
加
え
、
「
本
局
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を

削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
」
を
「
現
金
及
び
物
品
の
出
納
及
び
保
管
そ
の
他

の
会
計
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

管
理
者
は
、
事
業
所
の
企
業
出
納
員
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

え
る
。

　

第
四
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

資
金
前
渡
職
員
は
、
適
時
に
、
前
渡
資
金
出
納
簿
、
預
金
通
帳
及
び
証
拠
書
類
を
支
出
命
令
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
終
わ
つ
た
」
を
「
終
わ
っ
た
」
に
、
「
出
張
し
て
支
払
つ
た
」
を
「
旅
行

中
に
支
払
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
常
時
の
費
用
、
交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費
に
か
か
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」

を
「
県
財
務
規
則
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
用
前
渡
資
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
を
「
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
中
「
第
百
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
額

を
」
を
「
第
百
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
既
済
部
分
に
対

す
る
代
価
の
全
額
」
を
「
既
済
部
分
に
対
し
、
そ
の
代
価
の
全
額
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
等
か
ら
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
債
権
者
等
に
対
す
る
支
払
通
知
は
、
債
権
者
等
の
預
金

通
帳
に
振
替
者
名
が
記
入
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
通
知
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
五
十
三
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
所
の
」
及
び
「
当
該
事
業
所
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
属
口
座
か
ら
生
じ
た
利
子
は
、
当
該
事
業
の
収
入
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
」
を
削
る
。

　

第
五
十
六
条
中
「
第
百
八
条
及
び
第
百
八
条
の
二
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
戻
入
の
取
消
し
」
を
「

第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
返
納
金
等
の
戻
入
の
取
消
し
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
収
納
」
を
「
徴
収
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

４　

契
約
の
履
行
等
の
証
明
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
証
明
手
数
料
条
例
（
昭
和

四
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
例
に
よ
る
。

５　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
手
数
料
は
、
現
金
（
小
切
手
を
除
く
。
）
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り

徴
収
す
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
か
つ
た
」
を
「
な
か
っ
た

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担

当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員

」
に
、
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為

決
議
書
兼
支
払
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
中
「
支
出
負
担
行
為
変
更
登
録
票
又
は
支
出
負
担
行
為
決
定
取
消
登
録
票
」
を
「
変
更

支
出
負
担
行
為
決
議
書
又
は
取
消
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
票
」
を
「
支
払
伝
票
」
に
、
「
当
該
支
出
命
令
票
」
を
「
当
該

支
払
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼

支
払
伝
票
」
に
、
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、
「
支
出
命
令
取
消
票
」
を
「
取
消
票
」
に

改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
支
出
の
支
払
」
を
「
支
払
の
決
定
」
に
改
め
、
「
及
び
資
金
現
在
高
一
覧
表
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
振
替
命
令
票
及
び
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
等
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝

票
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
経
費
」
を
「
に
掲
げ
る
経
費
（
第
二

号
ヲ
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
。
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ

り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
及
び
代
理
受
領
の
方
法
に
よ
り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加

　

別
表
第
一
電
気
事
業
予
算
科
目
表
及
び
同
表
工
業
用
水
道
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「

２
　費
用

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
工
業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「２

　費
用

」
に
改
め
、
同
表
工

業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
維
持
管
理
費
の
項
中

　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　

　

「

　

第
六
十
四
条
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
実
施

た
な
卸
」
を
「
実
地
た
な
卸
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ

た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
中
「
第
百
八
十
五
条
」
を
「
第
百
八
十
五
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ

て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
あ
つ
て
」
を

「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
四
条
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
物
品
の
数
量
及
び
使
用
の
状
況
等
に
つ
い
て
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
に
記
帳
し

、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
購
入
後
、
直
ち
に
使
用
す
る
も
の
等
受
入
れ
及

び
払
出
し
が
同
時
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
県
財
務
規
則
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に

よ
り
、
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
へ
の
記
帳
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
十
五
条
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
八
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
二
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
耐
え
な
く
な
つ
た
」
を
「
耐
え
な
く

な
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
事
業
所
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
企
業

出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
た
つ
て
は
」
を
「
当
た

っ
て
は
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
」
の
次
に
「
、
他
の
規
則
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
る
。

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
中
、

　

「

　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
第
二
工
業
用
地
造
成
事
業
勘
定
科
目
表
造
成
事
業
費
用
の
部
営
業
費
用
の
款
維
持
管
理
費
の
項

中
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　

　

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
職
務
代
行
の
場
合
の
公
印
の
使
用
）

第
三
条
の
二　

企
業
管
理
者
、
企
業
局
長
、
課
長
、
所
長
等
に
事
故
等
が
あ
る
た
め
、
他
の
者
が
職
務

代
理
、
事
務
取
扱
等
に
よ
り
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
さ
れ
る

者
の
公
印
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
旧
印
の
棄
却
処
分
）

第
六
条　

管
理
課
長
は
、
改
刻
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た
公
印
又
は
廃
止
し
た
公
印
を
細
断
又
は
焼
却
の

方
法
に
よ
り
棄
却
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

別
表
一
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
二
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　

１

　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

「

　
　
　

に
改
め
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
の
注
一
中
「
意
味
す
る
」
の
下
に
「
。
ま
た
、
二
○
万
円
以
上
と
し
た
場
合

は
、
二
○
万
円
未
満
は
事
前
決
裁
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
二
○
万
円
以
上
八
○
万
円
未
満

と
し
た
場
合
は
、
八
○
万
円
以
上
は
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
を
加
え
る
。

　
　

　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
二
十
七
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

公
印
管
守
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
公
印
管
守
補
助
者
を
置
く
こ

　

と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
福
岡
県
企
業
局
訓
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
副
委
員
長
の
項
中
「
副
課
長
」
を
「
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

２

　

１

　

３

　

１

　

４

　

１　
　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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一　

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管

　

二　

物
品
の
出
納
及
び
保
管

　

三　

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
企
業
出
納
員
等

」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
及
び
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に

あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
証
拠
書
類
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
従
つ
て
」
を
「
従
っ
て

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
十
日
以
内
に
適
宜
の
納
期
限
を
」
を
「
二
十
日
以
内
の
納
期
限

を
適
宜
」
に
、
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
定
の
変
更
が
、
調
定
の
増
額
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
二
十
日
以
内
の
納
期
限
を
適
宜
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調
定

書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
わ
た
つ

て
」
を
「
わ
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
（
平
成
十
年
四
月
六
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
本
局
」
を
「
財
務
担
当
課
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
本
局
の
財
務
担
当
の

」
を
「
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
本
局
の
課
長
」
を
「
財
務
担
当
課
長
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
収
入
の
収
納
」
を
「
収
入
の
徴

収
」
に
、
同
条
第
八
号
中
「
予
算
の
配
付
」
を
「
予
算
の
令
達
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
企
業
出
納
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
分
任
出
納
員
並
び
に

現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

財
務
担
当
課
及
び
事
業
所
に
前
項
の
企
業
出
納
員
を
置
く
。

３　

企
業
出
納
員
は
、
財
務
担
当
課
に
あ
っ
て
は
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
の
係
長
を
、
事
業
所
に
あ

っ
て
は
次
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

第
三
条
第
四
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
の
長
」
を
加
え
、
「
前
項
の
職
に
あ
る
」
を

削
り
、
「
所
属
す
る
係
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
」
を
加
え
、
「
本
局
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を

削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
」
を
「
現
金
及
び
物
品
の
出
納
及
び
保
管
そ
の
他

の
会
計
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

管
理
者
は
、
事
業
所
の
企
業
出
納
員
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

え
る
。

　

第
四
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

資
金
前
渡
職
員
は
、
適
時
に
、
前
渡
資
金
出
納
簿
、
預
金
通
帳
及
び
証
拠
書
類
を
支
出
命
令
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
終
わ
つ
た
」
を
「
終
わ
っ
た
」
に
、
「
出
張
し
て
支
払
つ
た
」
を
「
旅
行

中
に
支
払
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
常
時
の
費
用
、
交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費
に
か
か
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」

を
「
県
財
務
規
則
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
用
前
渡
資
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
を
「
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
中
「
第
百
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
額

を
」
を
「
第
百
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
既
済
部
分
に
対

す
る
代
価
の
全
額
」
を
「
既
済
部
分
に
対
し
、
そ
の
代
価
の
全
額
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
等
か
ら
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
債
権
者
等
に
対
す
る
支
払
通
知
は
、
債
権
者
等
の
預
金

通
帳
に
振
替
者
名
が
記
入
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
通
知
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
五
十
三
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
所
の
」
及
び
「
当
該
事
業
所
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
属
口
座
か
ら
生
じ
た
利
子
は
、
当
該
事
業
の
収
入
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
」
を
削
る
。

　

第
五
十
六
条
中
「
第
百
八
条
及
び
第
百
八
条
の
二
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
戻
入
の
取
消
し
」
を
「

第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
返
納
金
等
の
戻
入
の
取
消
し
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
収
納
」
を
「
徴
収
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

４　

契
約
の
履
行
等
の
証
明
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
証
明
手
数
料
条
例
（
昭
和

四
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
例
に
よ
る
。

５　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
手
数
料
は
、
現
金
（
小
切
手
を
除
く
。
）
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り

徴
収
す
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
か
つ
た
」
を
「
な
か
っ
た

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担

当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員

」
に
、
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為

決
議
書
兼
支
払
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
中
「
支
出
負
担
行
為
変
更
登
録
票
又
は
支
出
負
担
行
為
決
定
取
消
登
録
票
」
を
「
変
更

支
出
負
担
行
為
決
議
書
又
は
取
消
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
票
」
を
「
支
払
伝
票
」
に
、
「
当
該
支
出
命
令
票
」
を
「
当
該

支
払
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼

支
払
伝
票
」
に
、
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、
「
支
出
命
令
取
消
票
」
を
「
取
消
票
」
に

改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
支
出
の
支
払
」
を
「
支
払
の
決
定
」
に
改
め
、
「
及
び
資
金
現
在
高
一
覧
表
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
振
替
命
令
票
及
び
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
等
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝

票
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
経
費
」
を
「
に
掲
げ
る
経
費
（
第
二

号
ヲ
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
。
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ

り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
及
び
代
理
受
領
の
方
法
に
よ
り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加

　

別
表
第
一
電
気
事
業
予
算
科
目
表
及
び
同
表
工
業
用
水
道
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「

２
　費
用

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
工
業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「２

　費
用

」
に
改
め
、
同
表
工

業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
維
持
管
理
費
の
項
中

　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　

　

「

　

第
六
十
四
条
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
実
施

た
な
卸
」
を
「
実
地
た
な
卸
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ

た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
中
「
第
百
八
十
五
条
」
を
「
第
百
八
十
五
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ

て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
あ
つ
て
」
を

「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
四
条
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
物
品
の
数
量
及
び
使
用
の
状
況
等
に
つ
い
て
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
に
記
帳
し

、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
購
入
後
、
直
ち
に
使
用
す
る
も
の
等
受
入
れ
及

び
払
出
し
が
同
時
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
県
財
務
規
則
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に

よ
り
、
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
へ
の
記
帳
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
十
五
条
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
八
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
二
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
耐
え
な
く
な
つ
た
」
を
「
耐
え
な
く

な
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
事
業
所
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
企
業

出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
た
つ
て
は
」
を
「
当
た

っ
て
は
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
」
の
次
に
「
、
他
の
規
則
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
る
。

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
中
、

　

「

　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
第
二
工
業
用
地
造
成
事
業
勘
定
科
目
表
造
成
事
業
費
用
の
部
営
業
費
用
の
款
維
持
管
理
費
の
項

中
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　

　

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
職
務
代
行
の
場
合
の
公
印
の
使
用
）

第
三
条
の
二　

企
業
管
理
者
、
企
業
局
長
、
課
長
、
所
長
等
に
事
故
等
が
あ
る
た
め
、
他
の
者
が
職
務

代
理
、
事
務
取
扱
等
に
よ
り
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
さ
れ
る

者
の
公
印
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
旧
印
の
棄
却
処
分
）

第
六
条　

管
理
課
長
は
、
改
刻
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た
公
印
又
は
廃
止
し
た
公
印
を
細
断
又
は
焼
却
の

方
法
に
よ
り
棄
却
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

別
表
一
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
二
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　

１

　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

「

　
　
　

に
改
め
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
の
注
一
中
「
意
味
す
る
」
の
下
に
「
。
ま
た
、
二
○
万
円
以
上
と
し
た
場
合

は
、
二
○
万
円
未
満
は
事
前
決
裁
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
二
○
万
円
以
上
八
○
万
円
未
満

と
し
た
場
合
は
、
八
○
万
円
以
上
は
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
を
加
え
る
。

　
　

　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
二
十
七
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

公
印
管
守
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
公
印
管
守
補
助
者
を
置
く
こ

　

と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
福
岡
県
企
業
局
訓
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
副
委
員
長
の
項
中
「
副
課
長
」
を
「
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

２

　

１

　

３

　

１

　

４

　

１　
　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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一　

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管

　

二　

物
品
の
出
納
及
び
保
管

　

三　

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
企
業
出
納
員
等

」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
及
び
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に

あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
証
拠
書
類
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
従
つ
て
」
を
「
従
っ
て

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
十
日
以
内
に
適
宜
の
納
期
限
を
」
を
「
二
十
日
以
内
の
納
期
限

を
適
宜
」
に
、
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
定
の
変
更
が
、
調
定
の
増
額
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
二
十
日
以
内
の
納
期
限
を
適
宜
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調
定

書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
わ
た
つ

て
」
を
「
わ
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
（
平
成
十
年
四
月
六
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
本
局
」
を
「
財
務
担
当
課
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
本
局
の
財
務
担
当
の

」
を
「
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
本
局
の
課
長
」
を
「
財
務
担
当
課
長
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
収
入
の
収
納
」
を
「
収
入
の
徴

収
」
に
、
同
条
第
八
号
中
「
予
算
の
配
付
」
を
「
予
算
の
令
達
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
企
業
出
納
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
分
任
出
納
員
並
び
に

現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

財
務
担
当
課
及
び
事
業
所
に
前
項
の
企
業
出
納
員
を
置
く
。

３　

企
業
出
納
員
は
、
財
務
担
当
課
に
あ
っ
て
は
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
の
係
長
を
、
事
業
所
に
あ

っ
て
は
次
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

第
三
条
第
四
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
の
長
」
を
加
え
、
「
前
項
の
職
に
あ
る
」
を

削
り
、
「
所
属
す
る
係
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
」
を
加
え
、
「
本
局
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を

削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
」
を
「
現
金
及
び
物
品
の
出
納
及
び
保
管
そ
の
他

の
会
計
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

管
理
者
は
、
事
業
所
の
企
業
出
納
員
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

え
る
。

　

第
四
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

資
金
前
渡
職
員
は
、
適
時
に
、
前
渡
資
金
出
納
簿
、
預
金
通
帳
及
び
証
拠
書
類
を
支
出
命
令
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
終
わ
つ
た
」
を
「
終
わ
っ
た
」
に
、
「
出
張
し
て
支
払
つ
た
」
を
「
旅
行

中
に
支
払
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
常
時
の
費
用
、
交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費
に
か
か
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」

を
「
県
財
務
規
則
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
用
前
渡
資
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
を
「
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
中
「
第
百
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
額

を
」
を
「
第
百
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
既
済
部
分
に
対

す
る
代
価
の
全
額
」
を
「
既
済
部
分
に
対
し
、
そ
の
代
価
の
全
額
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
等
か
ら
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
債
権
者
等
に
対
す
る
支
払
通
知
は
、
債
権
者
等
の
預
金

通
帳
に
振
替
者
名
が
記
入
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
通
知
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
五
十
三
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
所
の
」
及
び
「
当
該
事
業
所
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
属
口
座
か
ら
生
じ
た
利
子
は
、
当
該
事
業
の
収
入
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
」
を
削
る
。

　

第
五
十
六
条
中
「
第
百
八
条
及
び
第
百
八
条
の
二
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
戻
入
の
取
消
し
」
を
「

第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
返
納
金
等
の
戻
入
の
取
消
し
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
収
納
」
を
「
徴
収
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

４　

契
約
の
履
行
等
の
証
明
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
証
明
手
数
料
条
例
（
昭
和

四
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
例
に
よ
る
。

５　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
手
数
料
は
、
現
金
（
小
切
手
を
除
く
。
）
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り

徴
収
す
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
か
つ
た
」
を
「
な
か
っ
た

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担

当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員

」
に
、
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為

決
議
書
兼
支
払
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
中
「
支
出
負
担
行
為
変
更
登
録
票
又
は
支
出
負
担
行
為
決
定
取
消
登
録
票
」
を
「
変
更

支
出
負
担
行
為
決
議
書
又
は
取
消
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
票
」
を
「
支
払
伝
票
」
に
、
「
当
該
支
出
命
令
票
」
を
「
当
該

支
払
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼

支
払
伝
票
」
に
、
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、
「
支
出
命
令
取
消
票
」
を
「
取
消
票
」
に

改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
支
出
の
支
払
」
を
「
支
払
の
決
定
」
に
改
め
、
「
及
び
資
金
現
在
高
一
覧
表
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
振
替
命
令
票
及
び
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
等
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝

票
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
経
費
」
を
「
に
掲
げ
る
経
費
（
第
二

号
ヲ
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
。
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ

り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
及
び
代
理
受
領
の
方
法
に
よ
り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加

　

別
表
第
一
電
気
事
業
予
算
科
目
表
及
び
同
表
工
業
用
水
道
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「

２
　費
用

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
工
業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「２

　費
用

」
に
改
め
、
同
表
工

業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
維
持
管
理
費
の
項
中

　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　

　

「

　

第
六
十
四
条
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
実
施

た
な
卸
」
を
「
実
地
た
な
卸
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ

た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
中
「
第
百
八
十
五
条
」
を
「
第
百
八
十
五
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ

て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
あ
つ
て
」
を

「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
四
条
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
物
品
の
数
量
及
び
使
用
の
状
況
等
に
つ
い
て
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
に
記
帳
し

、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
購
入
後
、
直
ち
に
使
用
す
る
も
の
等
受
入
れ
及

び
払
出
し
が
同
時
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
県
財
務
規
則
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に

よ
り
、
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
へ
の
記
帳
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
十
五
条
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
八
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
二
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
耐
え
な
く
な
つ
た
」
を
「
耐
え
な
く

な
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
事
業
所
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
企
業

出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
た
つ
て
は
」
を
「
当
た

っ
て
は
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
」
の
次
に
「
、
他
の
規
則
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
る
。

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
中
、

　

「

　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
第
二
工
業
用
地
造
成
事
業
勘
定
科
目
表
造
成
事
業
費
用
の
部
営
業
費
用
の
款
維
持
管
理
費
の
項

中
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　

　

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
職
務
代
行
の
場
合
の
公
印
の
使
用
）

第
三
条
の
二　

企
業
管
理
者
、
企
業
局
長
、
課
長
、
所
長
等
に
事
故
等
が
あ
る
た
め
、
他
の
者
が
職
務

代
理
、
事
務
取
扱
等
に
よ
り
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
さ
れ
る

者
の
公
印
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
旧
印
の
棄
却
処
分
）

第
六
条　

管
理
課
長
は
、
改
刻
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た
公
印
又
は
廃
止
し
た
公
印
を
細
断
又
は
焼
却
の

方
法
に
よ
り
棄
却
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

別
表
一
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
二
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　

１

　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

「

　
　
　

に
改
め
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
の
注
一
中
「
意
味
す
る
」
の
下
に
「
。
ま
た
、
二
○
万
円
以
上
と
し
た
場
合

は
、
二
○
万
円
未
満
は
事
前
決
裁
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
二
○
万
円
以
上
八
○
万
円
未
満

と
し
た
場
合
は
、
八
○
万
円
以
上
は
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
を
加
え
る
。

　
　

　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
二
十
七
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

公
印
管
守
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
公
印
管
守
補
助
者
を
置
く
こ

　

と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
福
岡
県
企
業
局
訓
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
副
委
員
長
の
項
中
「
副
課
長
」
を
「
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

２

　

１

　

３

　

１

　

４

　

１　
　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

委
　
託
　
費

修
　
繕
　
費

委
　
託
　
費

土
地
整
備
費

建
物
、
構
築
物
、
機
械
装
置
、
雑

（
そ
の
他
）
の
各
修
繕
費
に
整
理

す
る
。
修
繕
工
事
の
請
負
代
金
及

び
支
給
材
料
、
修
繕
工
事
の
た
め

支
出
し
た
賃
金
、
補
償
費
、
消
耗

品
等
の
諸
掛
費
及
び
自
己
の
材
料

の
購
入
費
等
を
い
う
。

土
地
整
備
工
事
及
び
土
地
整
備
工

事
に
係
る
補
償
費
等
を
い
う
。

消
耗
品
費

修
　
繕
　
費

補
　
償
　
費

建
物
、
構
築
物
、
機
械
装
置
、
雑

（
そ
の
他
）
の
各
修
繕
費
に
整
理

す
る
。
修
繕
工
事
の
請
負
代
金
及

び
支
給
材
料
、
修
繕
工
事
の
た
め

支
出
し
た
賃
金
、
補
償
費
、
消
耗

品
等
の
諸
係
費
及
び
自
己
の
材
料

等
を
い
う
。

什
器
用
具
費
、
事
務
用
品
費
、
光

熱
水
費
、
図
書
費
、
被
服
費
、
燃

料
費
、
雑
用
品
費
（
そ
の
他
の
消

耗
品
費
）
等
を
い
う
。

消
耗
品
費

修
　
繕
　
費

補
　
償
　
費

什
器
用
具
費
、
事
務
用
品
費
、
光

熱
水
費
、
図
書
費
、
被
服
費
、
燃

料
費
、
雑
用
品
費
（
そ
の
他
の
消

耗
品
費
）
等
を
い
う
。
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一　

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管

　

二　

物
品
の
出
納
及
び
保
管

　

三　

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
企
業
出
納
員
等

」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
及
び
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に

あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
証
拠
書
類
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
従
つ
て
」
を
「
従
っ
て

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
十
日
以
内
に
適
宜
の
納
期
限
を
」
を
「
二
十
日
以
内
の
納
期
限

を
適
宜
」
に
、
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
定
の
変
更
が
、
調
定
の
増
額
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
二
十
日
以
内
の
納
期
限
を
適
宜
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調
定

書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
わ
た
つ

て
」
を
「
わ
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
（
平
成
十
年
四
月
六
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
本
局
」
を
「
財
務
担
当
課
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
本
局
の
財
務
担
当
の

」
を
「
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
本
局
の
課
長
」
を
「
財
務
担
当
課
長
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
収
入
の
収
納
」
を
「
収
入
の
徴

収
」
に
、
同
条
第
八
号
中
「
予
算
の
配
付
」
を
「
予
算
の
令
達
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
企
業
出
納
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
分
任
出
納
員
並
び
に

現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

財
務
担
当
課
及
び
事
業
所
に
前
項
の
企
業
出
納
員
を
置
く
。

３　

企
業
出
納
員
は
、
財
務
担
当
課
に
あ
っ
て
は
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
の
係
長
を
、
事
業
所
に
あ

っ
て
は
次
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

第
三
条
第
四
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
の
長
」
を
加
え
、
「
前
項
の
職
に
あ
る
」
を

削
り
、
「
所
属
す
る
係
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
」
を
加
え
、
「
本
局
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を

削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
」
を
「
現
金
及
び
物
品
の
出
納
及
び
保
管
そ
の
他

の
会
計
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

管
理
者
は
、
事
業
所
の
企
業
出
納
員
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

え
る
。

　

第
四
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

資
金
前
渡
職
員
は
、
適
時
に
、
前
渡
資
金
出
納
簿
、
預
金
通
帳
及
び
証
拠
書
類
を
支
出
命
令
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
終
わ
つ
た
」
を
「
終
わ
っ
た
」
に
、
「
出
張
し
て
支
払
つ
た
」
を
「
旅
行

中
に
支
払
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
常
時
の
費
用
、
交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費
に
か
か
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」

を
「
県
財
務
規
則
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
用
前
渡
資
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
を
「
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
中
「
第
百
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
額

を
」
を
「
第
百
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
既
済
部
分
に
対

す
る
代
価
の
全
額
」
を
「
既
済
部
分
に
対
し
、
そ
の
代
価
の
全
額
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
等
か
ら
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
債
権
者
等
に
対
す
る
支
払
通
知
は
、
債
権
者
等
の
預
金

通
帳
に
振
替
者
名
が
記
入
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
通
知
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
五
十
三
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
所
の
」
及
び
「
当
該
事
業
所
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
属
口
座
か
ら
生
じ
た
利
子
は
、
当
該
事
業
の
収
入
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
」
を
削
る
。

　

第
五
十
六
条
中
「
第
百
八
条
及
び
第
百
八
条
の
二
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
戻
入
の
取
消
し
」
を
「

第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
返
納
金
等
の
戻
入
の
取
消
し
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
収
納
」
を
「
徴
収
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

４　

契
約
の
履
行
等
の
証
明
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
証
明
手
数
料
条
例
（
昭
和

四
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
例
に
よ
る
。

５　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
手
数
料
は
、
現
金
（
小
切
手
を
除
く
。
）
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り

徴
収
す
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
か
つ
た
」
を
「
な
か
っ
た

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担

当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員

」
に
、
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為

決
議
書
兼
支
払
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
中
「
支
出
負
担
行
為
変
更
登
録
票
又
は
支
出
負
担
行
為
決
定
取
消
登
録
票
」
を
「
変
更

支
出
負
担
行
為
決
議
書
又
は
取
消
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
票
」
を
「
支
払
伝
票
」
に
、
「
当
該
支
出
命
令
票
」
を
「
当
該

支
払
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼

支
払
伝
票
」
に
、
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、
「
支
出
命
令
取
消
票
」
を
「
取
消
票
」
に

改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
支
出
の
支
払
」
を
「
支
払
の
決
定
」
に
改
め
、
「
及
び
資
金
現
在
高
一
覧
表
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
振
替
命
令
票
及
び
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
等
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝

票
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
経
費
」
を
「
に
掲
げ
る
経
費
（
第
二

号
ヲ
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
。
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ

り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
及
び
代
理
受
領
の
方
法
に
よ
り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加

　

別
表
第
一
電
気
事
業
予
算
科
目
表
及
び
同
表
工
業
用
水
道
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「

２
　費
用

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
工
業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「２

　費
用

」
に
改
め
、
同
表
工

業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
維
持
管
理
費
の
項
中

　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　

　

「

　

第
六
十
四
条
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
実
施

た
な
卸
」
を
「
実
地
た
な
卸
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ

た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
中
「
第
百
八
十
五
条
」
を
「
第
百
八
十
五
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ

て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
あ
つ
て
」
を

「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
四
条
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
物
品
の
数
量
及
び
使
用
の
状
況
等
に
つ
い
て
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
に
記
帳
し

、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
購
入
後
、
直
ち
に
使
用
す
る
も
の
等
受
入
れ
及

び
払
出
し
が
同
時
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
県
財
務
規
則
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に

よ
り
、
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
へ
の
記
帳
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
十
五
条
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
八
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
二
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
耐
え
な
く
な
つ
た
」
を
「
耐
え
な
く

な
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
事
業
所
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
企
業

出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
た
つ
て
は
」
を
「
当
た

っ
て
は
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
」
の
次
に
「
、
他
の
規
則
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
る
。

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
中
、

　

「

　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
第
二
工
業
用
地
造
成
事
業
勘
定
科
目
表
造
成
事
業
費
用
の
部
営
業
費
用
の
款
維
持
管
理
費
の
項

中
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　

　

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
職
務
代
行
の
場
合
の
公
印
の
使
用
）

第
三
条
の
二　

企
業
管
理
者
、
企
業
局
長
、
課
長
、
所
長
等
に
事
故
等
が
あ
る
た
め
、
他
の
者
が
職
務

代
理
、
事
務
取
扱
等
に
よ
り
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
さ
れ
る

者
の
公
印
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
旧
印
の
棄
却
処
分
）

第
六
条　

管
理
課
長
は
、
改
刻
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た
公
印
又
は
廃
止
し
た
公
印
を
細
断
又
は
焼
却
の

方
法
に
よ
り
棄
却
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

別
表
一
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
二
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　

１

　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

「

　
　
　

に
改
め
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
の
注
一
中
「
意
味
す
る
」
の
下
に
「
。
ま
た
、
二
○
万
円
以
上
と
し
た
場
合

は
、
二
○
万
円
未
満
は
事
前
決
裁
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
二
○
万
円
以
上
八
○
万
円
未
満

と
し
た
場
合
は
、
八
○
万
円
以
上
は
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
を
加
え
る
。

　
　

　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
二
十
七
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

公
印
管
守
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
公
印
管
守
補
助
者
を
置
く
こ

　

と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
福
岡
県
企
業
局
訓
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
副
委
員
長
の
項
中
「
副
課
長
」
を
「
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

２

　

１

　

３

　

１

　

４

　

１　
　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

委
　
託
　
費

修
　
繕
　
費

委
　
託
　
費

土
地
整
備
費

建
物
、
構
築
物
、
機
械
装
置
、
雑

（
そ
の
他
）
の
各
修
繕
費
に
整
理

す
る
。
修
繕
工
事
の
請
負
代
金
及

び
支
給
材
料
、
修
繕
工
事
の
た
め

支
出
し
た
賃
金
、
補
償
費
、
消
耗

品
等
の
諸
掛
費
及
び
自
己
の
材
料

の
購
入
費
等
を
い
う
。

土
地
整
備
工
事
及
び
土
地
整
備
工

事
に
係
る
補
償
費
等
を
い
う
。

消
耗
品
費

修
　
繕
　
費

補
　
償
　
費

維
持
管
理
費
の
節
に
準
ず
る
。

什
器
用
具
費
、
事
務
用
品
費
、
光

熱
水
費
、
図
書
費
、
被
服
費
、
燃

料
費
、
雑
用
品
費
（
そ
の
他
の
消

耗
品
費
）
等
を
い
う
。

消
耗
品
費

修
　
繕
　
費

補
　
償
　
費

建
物
、
構
築
物
、
機
械
装
置
、
雑

（
そ
の
他
）
の
各
修
繕
費
に
整
理

す
る
。
修
繕
工
事
の
請
負
代
金
及

び
支
給
材
料
、
修
繕
工
事
の
た
め

支
出
し
た
賃
金
、
補
償
費
、
消
耗

品
等
の
諸
係
費
及
び
自
己
の
材
料

等
を
い
う
。

什
器
用
具
費
、
事
務
用
品
費
、
光

熱
水
費
、
図
書
費
、
被
服
費
、
燃

料
費
、
雑
用
品
費
（
そ
の
他
の
消

耗
品
費
）
等
を
い
う
。

消
耗
品
費

修
　
繕
　
費

補
　
償
　
費

維
持
管
理
費
の
節
に
準
ず
る
。

什
器
用
具
費
、
事
務
用
品
費
、
光

熱
水
費
、
図
書
費
、
被
服
費
、
燃

料
費
、
雑
用
品
費
（
そ
の
他
の
消

耗
品
費
）
等
を
い
う
。

消
耗
品
費

修
　
繕
　
費

補
　
償
　
費

建
物
、
構
築
物
、
機
械
装
置
、
雑

（
そ
の
他
）
の
各
修
繕
費
に
整
理

す
る
。
修
繕
工
事
の
請
負
代
金
及

び
支
給
材
料
、
修
繕
工
事
の
た
め

支
出
し
た
賃
金
、
補
償
費
、
消
耗

品
等
の
諸
係
費
及
び
自
己
の
材
料

等
を
い
う
。

交
際
費
、
会
議
費

消
耗
品
費
、
諸
費
（
旅
費
及
び

会
議
費
を
除
く
。
）
、
賃
借
料

、
動
力
費
、
薬
品
費
、
損
害
保

険
料
、
水
利
使
用
料

委
託
費

一
〇
万
円
未
満

全
額

二
〇
〇
万
円
未

満

交
際
費
、
会
議
費

消
耗
品
費
、
諸
費
（
旅
費
及
び

会
議
費
を
除
く
。
）
、
賃
借
料

、
動
力
費
、
薬
品
費
、
損
害
保

険
料
、
水
利
使
用
料

委
託
費

一
〇
万
円
未
満

全
額

二
〇
〇
万
円
未

満
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一　

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管

　

二　

物
品
の
出
納
及
び
保
管

　

三　

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
企
業
出
納
員
等

」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
及
び
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に

あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
証
拠
書
類
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
従
つ
て
」
を
「
従
っ
て

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
十
日
以
内
に
適
宜
の
納
期
限
を
」
を
「
二
十
日
以
内
の
納
期
限

を
適
宜
」
に
、
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
定
の
変
更
が
、
調
定
の
増
額
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
二
十
日
以
内
の
納
期
限
を
適
宜
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調
定

書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
わ
た
つ

て
」
を
「
わ
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
（
平
成
十
年
四
月
六
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
本
局
」
を
「
財
務
担
当
課
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
本
局
の
財
務
担
当
の

」
を
「
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
本
局
の
課
長
」
を
「
財
務
担
当
課
長
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
収
入
の
収
納
」
を
「
収
入
の
徴

収
」
に
、
同
条
第
八
号
中
「
予
算
の
配
付
」
を
「
予
算
の
令
達
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
企
業
出
納
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
分
任
出
納
員
並
び
に

現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

財
務
担
当
課
及
び
事
業
所
に
前
項
の
企
業
出
納
員
を
置
く
。

３　

企
業
出
納
員
は
、
財
務
担
当
課
に
あ
っ
て
は
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
の
係
長
を
、
事
業
所
に
あ

っ
て
は
次
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

第
三
条
第
四
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
の
長
」
を
加
え
、
「
前
項
の
職
に
あ
る
」
を

削
り
、
「
所
属
す
る
係
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
」
を
加
え
、
「
本
局
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を

削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
」
を
「
現
金
及
び
物
品
の
出
納
及
び
保
管
そ
の
他

の
会
計
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

管
理
者
は
、
事
業
所
の
企
業
出
納
員
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

え
る
。

　

第
四
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

資
金
前
渡
職
員
は
、
適
時
に
、
前
渡
資
金
出
納
簿
、
預
金
通
帳
及
び
証
拠
書
類
を
支
出
命
令
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
終
わ
つ
た
」
を
「
終
わ
っ
た
」
に
、
「
出
張
し
て
支
払
つ
た
」
を
「
旅
行

中
に
支
払
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
常
時
の
費
用
、
交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費
に
か
か
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」

を
「
県
財
務
規
則
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
用
前
渡
資
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
を
「
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
中
「
第
百
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
額

を
」
を
「
第
百
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
既
済
部
分
に
対

す
る
代
価
の
全
額
」
を
「
既
済
部
分
に
対
し
、
そ
の
代
価
の
全
額
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
等
か
ら
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
債
権
者
等
に
対
す
る
支
払
通
知
は
、
債
権
者
等
の
預
金

通
帳
に
振
替
者
名
が
記
入
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
通
知
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
五
十
三
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
所
の
」
及
び
「
当
該
事
業
所
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
属
口
座
か
ら
生
じ
た
利
子
は
、
当
該
事
業
の
収
入
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
」
を
削
る
。

　

第
五
十
六
条
中
「
第
百
八
条
及
び
第
百
八
条
の
二
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
戻
入
の
取
消
し
」
を
「

第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
返
納
金
等
の
戻
入
の
取
消
し
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
収
納
」
を
「
徴
収
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

４　

契
約
の
履
行
等
の
証
明
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
証
明
手
数
料
条
例
（
昭
和

四
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
例
に
よ
る
。

５　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
手
数
料
は
、
現
金
（
小
切
手
を
除
く
。
）
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り

徴
収
す
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
か
つ
た
」
を
「
な
か
っ
た

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担

当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員

」
に
、
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為

決
議
書
兼
支
払
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
中
「
支
出
負
担
行
為
変
更
登
録
票
又
は
支
出
負
担
行
為
決
定
取
消
登
録
票
」
を
「
変
更

支
出
負
担
行
為
決
議
書
又
は
取
消
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
票
」
を
「
支
払
伝
票
」
に
、
「
当
該
支
出
命
令
票
」
を
「
当
該

支
払
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼

支
払
伝
票
」
に
、
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、
「
支
出
命
令
取
消
票
」
を
「
取
消
票
」
に

改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
支
出
の
支
払
」
を
「
支
払
の
決
定
」
に
改
め
、
「
及
び
資
金
現
在
高
一
覧
表
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
振
替
命
令
票
及
び
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
等
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝

票
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
経
費
」
を
「
に
掲
げ
る
経
費
（
第
二

号
ヲ
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
。
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ

り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
及
び
代
理
受
領
の
方
法
に
よ
り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加

　

別
表
第
一
電
気
事
業
予
算
科
目
表
及
び
同
表
工
業
用
水
道
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「

２
　費
用

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
工
業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「２

　費
用

」
に
改
め
、
同
表
工

業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
維
持
管
理
費
の
項
中

　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　

　

「

　

第
六
十
四
条
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
実
施

た
な
卸
」
を
「
実
地
た
な
卸
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ

た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
中
「
第
百
八
十
五
条
」
を
「
第
百
八
十
五
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ

て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
あ
つ
て
」
を

「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
四
条
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
物
品
の
数
量
及
び
使
用
の
状
況
等
に
つ
い
て
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
に
記
帳
し

、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
購
入
後
、
直
ち
に
使
用
す
る
も
の
等
受
入
れ
及

び
払
出
し
が
同
時
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
県
財
務
規
則
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に

よ
り
、
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
へ
の
記
帳
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
十
五
条
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
八
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
二
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
耐
え
な
く
な
つ
た
」
を
「
耐
え
な
く

な
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
事
業
所
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
企
業

出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
た
つ
て
は
」
を
「
当
た

っ
て
は
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
」
の
次
に
「
、
他
の
規
則
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
る
。

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
中
、

　

「

　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
第
二
工
業
用
地
造
成
事
業
勘
定
科
目
表
造
成
事
業
費
用
の
部
営
業
費
用
の
款
維
持
管
理
費
の
項

中
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　

　

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
職
務
代
行
の
場
合
の
公
印
の
使
用
）

第
三
条
の
二　

企
業
管
理
者
、
企
業
局
長
、
課
長
、
所
長
等
に
事
故
等
が
あ
る
た
め
、
他
の
者
が
職
務

代
理
、
事
務
取
扱
等
に
よ
り
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
さ
れ
る

者
の
公
印
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
旧
印
の
棄
却
処
分
）

第
六
条　

管
理
課
長
は
、
改
刻
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た
公
印
又
は
廃
止
し
た
公
印
を
細
断
又
は
焼
却
の

方
法
に
よ
り
棄
却
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

別
表
一
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
二
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　

１

　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

「

　
　
　

に
改
め
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
の
注
一
中
「
意
味
す
る
」
の
下
に
「
。
ま
た
、
二
○
万
円
以
上
と
し
た
場
合

は
、
二
○
万
円
未
満
は
事
前
決
裁
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
二
○
万
円
以
上
八
○
万
円
未
満

と
し
た
場
合
は
、
八
○
万
円
以
上
は
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
を
加
え
る
。

　
　

　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
二
十
七
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

公
印
管
守
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
公
印
管
守
補
助
者
を
置
く
こ

　

と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
福
岡
県
企
業
局
訓
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
副
委
員
長
の
項
中
「
副
課
長
」
を
「
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

２

　

１

　

３

　

１

　

４

　

１　
　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

交
際
費
、
会
議
費

消
耗
品
費
、
動
力
費
、
薬
品
費

諸
費
（
旅
費
、
会
議
費
、
交
際

費
を
除
く
。
）

賃
借
料
、
損
害
保
険
料
、
水
利

使
用
料

委
託
費

四
〇
万
円
以
上

一
〇
万
円
未
満

二
〇
万
円
以
上

八
〇
万
円
以
上

八
〇
万
円
以
上

二
〇
〇
万
円
未

満

福
岡
県
企
業
局
矢

部
川
発
電
事
務
所

企
業
出
納
員
印

福
岡
県
企
業
局
苅

田
事
務
所
企
業
出

納
員
印

福
岡
県
企
業
局
矢

部
川
発
電
事
務
所

企
業
出
納
員
印

福
岡
県
企
業
局
苅

田
事
務
所
企
業
出

納
員
印

福
岡
県
企
業
局
矢
部
川
発
電
事
務
所

に
お
い
て
指
定
金
融
機
関
に
預
け
入

れ
た
預
金
払
戻
請
求
書
押
印
に
使
用

す
る
。

福
岡
県
企
業
局
苅
田
事
務
所
に
お
い

て
指
定
金
融
機
関
に
預
け
入
れ
た
預

金
払
戻
請
求
書
押
印
に
使
用
す
る
。

一
般
文
書

一
般
文
書

矢
部
川
発
電

事
務
所
次
長

苅
田
事
務
所

次　
　
　

長

矢
部
川
発
電

事
務
所
次
長

苅
田
事
務
所

次　
　
　

長

外
け
い　

一
八

内
け
い　
　

九

外
け
い　

一
八

内
け
い　
　

九

　
方　

二
〇

方　

二
〇

れ
い
書

れ
い
書

て
ん
書

て
ん
書

１１２１３１４１

交
際
費
、
会
議
費

消
耗
品
費
、
諸
費
（
旅
費
及
び

会
議
費
を
除
く
。
）
、
賃
借
料

、
動
力
費
、
薬
品
費
、
損
害
保

険
料
、
水
利
使
用
料

委
託
費

一
〇
万
円
未
満

全
額

二
〇
〇
万
円
未

満
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一　

現
金
及
び
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保
管

　

二　

物
品
の
出
納
及
び
保
管

　

三　

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
附
帯
す
る
事
務

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
企
業
出
納
員
等

」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
及
び
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に

あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
生
じ
な
か
つ
た
」
を
「
生
じ
な
か
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
証
拠
書
類
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
従
つ
て
」
を
「
従
っ
て

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
二
十
日
以
内
に
適
宜
の
納
期
限
を
」
を
「
二
十
日
以
内
の
納
期
限

を
適
宜
」
に
、
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
定
の
変
更
が
、
調
定
の
増
額
に
係
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
の
日

か
ら
二
十
日
以
内
の
納
期
限
を
適
宜
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調

定
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
調
定
命
令
票
」
を
「
収
入
調
定

書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
わ
た
つ

て
」
を
「
わ
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
会
計
規
程
（
平
成
十
年
四
月
六
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
本
局
」
を
「
財
務
担
当
課
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
本
局
の
財
務
担
当
の

」
を
「
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
本
局
の
課
長
」
を
「
財
務
担
当
課
長
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
収
入
の
収
納
」
を
「
収
入
の
徴

収
」
に
、
同
条
第
八
号
中
「
予
算
の
配
付
」
を
「
予
算
の
令
達
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
企
業
出
納
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
及
び
分
任
出
納
員
並
び
に

現
金
取
扱
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

財
務
担
当
課
及
び
事
業
所
に
前
項
の
企
業
出
納
員
を
置
く
。

３　

企
業
出
納
員
は
、
財
務
担
当
課
に
あ
っ
て
は
会
計
事
務
を
担
当
す
る
係
の
係
長
を
、
事
業
所
に
あ

っ
て
は
次
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

第
三
条
第
四
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
の
長
」
を
加
え
、
「
前
項
の
職
に
あ
る
」
を

削
り
、
「
所
属
す
る
係
」
の
下
に
「
又
は
事
業
所
」
を
加
え
、
「
本
局
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を

削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
」
を
「
現
金
及
び
物
品
の
出
納
及
び
保
管
そ
の
他

の
会
計
事
務
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
る
。

　

第
四
条
中
「
企
業
出
納
員
等
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２　

管
理
者
は
、
事
業
所
の
企
業
出
納
員
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。

え
る
。

　

第
四
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

資
金
前
渡
職
員
は
、
適
時
に
、
前
渡
資
金
出
納
簿
、
預
金
通
帳
及
び
証
拠
書
類
を
支
出
命
令
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
終
わ
つ
た
」
を
「
終
わ
っ
た
」
に
、
「
出
張
し
て
支
払
つ
た
」
を
「
旅
行

中
に
支
払
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
常
時
の
費
用
、
交
際
費
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費
に
か
か
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」

を
「
県
財
務
規
則
第
三
項
に
規
定
す
る
緊
急
用
前
渡
資
金
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
五
十
条
第
一
項
中
「
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
を
「
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
中
「
第
百
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
額

を
」
を
「
第
百
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
既
済
部
分
に
対

す
る
代
価
の
全
額
」
を
「
既
済
部
分
に
対
し
、
そ
の
代
価
の
全
額
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
等
か
ら
口
座

振
替
に
よ
る
支
払
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
債
権
者
等
に
対
す
る
支
払
通
知
は
、
債
権
者
等
の
預
金

通
帳
に
振
替
者
名
が
記
入
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
通
知
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　

第
五
十
三
条
第
三
項
を
削
る
。

　

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
事
業
所
の
」
及
び
「
当
該
事
業
所
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
所
属
口
座
か
ら
生
じ
た
利
子
は
、
当
該
事
業
の
収
入
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
」
を
削
る
。

　

第
五
十
六
条
中
「
第
百
八
条
及
び
第
百
八
条
の
二
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
戻
入
の
取
消
し
」
を
「

第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
の
返
納
金
等
の
戻
入
又
は
返
納
金
等
の
戻
入
の
取
消
し
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
収
納
」
を
「
徴
収
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
条
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

４　

契
約
の
履
行
等
の
証
明
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
証
明
手
数
料
条
例
（
昭
和

四
十
四
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
例
に
よ
る
。

５　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
手
数
料
は
、
現
金
（
小
切
手
を
除
く
。
）
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り

徴
収
す
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
か
つ
た
」
を
「
な
か
っ
た

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
改
め
る

。
　

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
、
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担

当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員

」
に
、
「
収
入
収
納
者
」
を
「
収
入
徴
収
者
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為

決
議
書
兼
支
払
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
中
「
支
出
負
担
行
為
変
更
登
録
票
又
は
支
出
負
担
行
為
決
定
取
消
登
録
票
」
を
「
変
更

支
出
負
担
行
為
決
議
書
又
は
取
消
票
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
支
出
命
令
票
」
を
「
支
払
伝
票
」
に
、
「
当
該
支
出
命
令
票
」
を
「
当
該

支
払
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
出
負
担
・
支
出
命
令
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
兼

支
払
伝
票
」
に
、
「
あ
つ
て
は
」
を
「
あ
っ
て
は
」
に
、
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、
「
支
出
命
令
取
消
票
」
を
「
取
消
票
」
に

改
め
る
。

　

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
支
出
の
支
払
」
を
「
支
払
の
決
定
」
に
改
め
、
「
及
び
資
金
現
在
高
一
覧
表
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
振
替
命
令
票
及
び
支
出
負
担
行
為
決
定
登
録
票
等
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝

票
等
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
経
費
」
を
「
に
掲
げ
る
経
費
（
第
二

号
ヲ
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
な
ら
な
い
」
の
下
に
「
。
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ

り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
及
び
代
理
受
領
の
方
法
に
よ
り
資
金
を
前
渡
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加

　

別
表
第
一
電
気
事
業
予
算
科
目
表
及
び
同
表
工
業
用
水
道
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「

２
　費
用

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
工
業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
中
「２

　収
益

」
を
「２

　費
用

」
に
改
め
、
同
表
工

業
用
地
造
成
事
業
予
算
科
目
表
維
持
管
理
費
の
項
中

　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　

　

「

　

第
六
十
四
条
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
実
施

た
な
卸
」
を
「
実
地
た
な
卸
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ

た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
七
条
中
「
第
百
八
十
五
条
」
を
「
第
百
八
十
五
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
条
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ

て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
あ
つ
て
」
を

「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
四
条
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
五
条
中
「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
二
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
又
は
分
任
出
納
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

企
業
出
納
員
は
、
物
品
の
数
量
及
び
使
用
の
状
況
等
に
つ
い
て
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
に
記
帳
し

、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
購
入
後
、
直
ち
に
使
用
す
る
も
の
等
受
入
れ
及

び
払
出
し
が
同
時
に
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
県
財
務
規
則
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
の
例
に

よ
り
、
需
用
品
等
出
納
整
理
簿
へ
の
記
帳
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
八
十
五
条
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
八
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
振
替
命
令
票
」
を
「
振
替
調
書
兼
振
替
伝
票
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
二
条
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
企
業
出
納
員
」
に
、
「
耐
え
な
く
な
つ
た
」
を
「
耐
え
な
く

な
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
分
任
出
納
員
」
を
「
事
業
所
の
企
業
出
納
員
」
に
、
「
企
業

出
納
員
」
を
「
財
務
担
当
課
の
企
業
出
納
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
た
つ
て
は
」
を
「
当
た

っ
て
は
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
こ
の
規
程
は
」
の
次
に
「
、
他
の
規
則
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
る
。

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
中
、

　

「

　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

別
表
第
二
工
業
用
地
造
成
事
業
勘
定
科
目
表
造
成
事
業
費
用
の
部
営
業
費
用
の
款
維
持
管
理
費
の
項

中
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

「　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

同
表
一
般
管
理
費
の
項
中

　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　

　

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
職
務
代
行
の
場
合
の
公
印
の
使
用
）

第
三
条
の
二　

企
業
管
理
者
、
企
業
局
長
、
課
長
、
所
長
等
に
事
故
等
が
あ
る
た
め
、
他
の
者
が
職
務

代
理
、
事
務
取
扱
等
に
よ
り
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
さ
れ
る

者
の
公
印
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
旧
印
の
棄
却
処
分
）

第
六
条　

管
理
課
長
は
、
改
刻
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た
公
印
又
は
廃
止
し
た
公
印
を
細
断
又
は
焼
却
の

方
法
に
よ
り
棄
却
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

別
表
一
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
二
（
第
二
条
関
係
）
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　　　

１

　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

「

　
　
　

に
改
め
る
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

別
表
（
第
三
条
関
係
）
の
注
一
中
「
意
味
す
る
」
の
下
に
「
。
ま
た
、
二
○
万
円
以
上
と
し
た
場
合

は
、
二
○
万
円
未
満
は
事
前
決
裁
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
二
○
万
円
以
上
八
○
万
円
未
満

と
し
た
場
合
は
、
八
○
万
円
以
上
は
事
務
所
長
に
委
任
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
」
を
加
え
る
。

　
　

　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
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▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
二
十
七
日
福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

公
印
管
守
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
公
印
管
守
補
助
者
を
置
く
こ

　

と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
福
岡
県
企
業
局
訓
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
副
委
員
長
の
項
中
「
副
課
長
」
を
「
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

２

　

１

　

３

　

１

　

４

　

１　
　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
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福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
企
業
管
理
者　
　

佐　

藤　

清　

治　
　

　

福
岡
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

　
　
　

福
岡
県
企
業
局
指
名
競
争
入
札
参
加
者
選
定
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程




